
 

 

 

  

                  
                                        
       
 
 
 
 
 
 神奈川県建築物震後対推進協議会（以下、本誌では協議会という。）では、毎年、判定士の皆さんと一体と

なり実践的な訓練を行っております。 
実際の被災時に円滑かつ迅速に判定作業を進めるために神奈川県建築物震後対策推進協議会（以下、協議

会）では、毎年、判定士の皆さんと一体となって実践的な訓練を行っています。 
本年度で 10 回目となる模擬訓練は、平成 14 年 11 月 13 日鎌倉市内で被災時想定に合わせた模擬訓練を実

施しました。 
参加者は県内判定士 77 人のほか、県及び市町村職員、全国協議会・１０都県協議会の他県担当職員等、総

勢約 150 人が参加しました。 
訓練の内容を判定の流れに沿って紹介します。 
なお、今後の模擬訓練に参加を希望される判定士の方は、地元の行政庁にご一報ください。 

 

1．訓練内容（判定活動の流れ） 

                                              
                          

                      
 

                                                   

             平成１４年度 応急危険度判定調査参集訓練・模擬訓練（木造） 特集１ 

      ◆特集１      平成１４年度第１回 応急危険度判定調査参集訓練・模擬訓練（木造）１ 

      ◆特集２      平成１４年度第 2回 応急危険度判定調査模擬訓練(ＲＣ造)     ４ 

      ◆Ｑ＆Ａ      講習会での質問等に対する回答                ６ 

      ◆協議会ニュース  平成１４年度各地の応急危険度判定参集・模擬訓練等        ８ 

      ◆インフォメーション  協議会ホームページのご案内                    １０ 

目次 

 判定士の皆さんには、大地震発生直後に災害対策本部の要請を受け、余震等による建築物の倒壊、部材の落

下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全を図るための応急危険度判定活動を行うという大変重要な役割

をお願いしております。 
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判定士の派遣要請（参

集場所、時間等）を模

擬訓練の前日に行政庁

から判定士に電話連絡 

する。 
 一次参集場所に集合す

る。（今回はＪＲ大船駅 

東口に集合） 

 コーディネーター（行政職員）

の随行により、判定実施本部（鎌

倉市立今泉小学校）へ貸切バス

で移動する。 

（３） 判定実施本部へ移動  

（２） 集   合 

（１） 判定士の要請 



 （４）到着・受付       （５）判定作業事前説明       （７）判定街区へ移動   
     実施本部に到着         コーディネーターが判定        判定街区へ２人１組で 

   後受付で、氏名等       調査概要のビデオを活用し、     移動する。   

   を申告し認定書の       調査方法、班編成及び安全      （今回は徒歩で向かう。） 

   提示、健康状態の       確保の注意事項を説明する。      

   確認を受ける。         

                       

 

 

 

 

 

     

  （６）資機材の配付  

    実施本部のコーディ 

   ネ－ターよりされる。 

    

  判定資機材が配付される。 

                              

 

（８）判定作業 

   １チーム２人で判定を行う。判定は、判定調査表の項目に添って行う。   

 

 ① 安全性の確認           ④ 下げ振りにより  

  のために落下危             建築物の傾斜調査 

  険物・転倒危険             を行う。   

  物の調査をする。 

 

 ② 所在地・用途・構造・階数等 

   の建築物概要の把握をする。  

   の建築物概要の把握をする。    ⑤ 基礎、外壁等  

                     の被害調査を                 

                     行う。               
 
 
                           ⑥ 一連の判定作業                  

                            を調査表に記入し            

                                 それに基づき判定 

 ③ 建築物周囲を調                 標識にコメント（居    

   査し倒壊の危険性                 住者等にわかりや   

   を見る。                     すい文章）を書く。 

                                                      

 

 

判定士の皆さんにはメールアドレスの登録をお願いしています。詳しくはホームページをご覧下さい。 ２ 



 （９）標識貼りつけ            （１０）報告・事後説明 

                          当日の判定結果 

                         等をコーディネー 

    判定標識を玄関等             ターに報告し実施 

   の見やすい安全な位             本部から判定例の                        

   置に貼付けする。               説明を受ける。 

                        

２．判定結果集計表  

 判定結果集計表(Ａグループ＝２０組：№２=20組. №４=20組)
建築物名称 №２（仮称：東山一郎 邸） №４（仮称：北林史郎 邸）

想定判定結果 要注意(黄) 危険(赤)

・土台の一部腐食個所 ・土台の一部腐食個所

調査時の着目点 ・建物の最大傾斜角 1/150(Ａランク) ・建物の最大傾斜角 1/８(Ｃランク)

・煙突の傾斜、南側軒先瓦一部落下の恐れ ・瓦の著しいずれ、及び一部落下

訓練判定結果 調査済(緑) 要注意(黄) 危険(赤) 調査済(緑) 要注意(黄) 危険(赤)

(判定標識） 2 組 13 組 5 組 0 0 20 組

判定士が貼付し ・屋根瓦、煙突等の落下の危険あり。 ・著しい傾斜、崩壊の危険性あり。立入禁止

た標識の主な ・建物の構造体は大丈夫ですが、腐食部分が ・建物の傾斜、腐食・蟻害あり。
 コメント(要約) 　多いので要注意 ・建物が傾斜、瓦の落下危険あり。立入禁止

判定結果集計表(Ｂグループ＝１９組：№６=19組. №７=19組)
建築物名称 №６（仮称：南田三郎 邸） №７（仮称：西川治郎 邸）

想定判定結果 要注意(黄) 危険(赤)

・土台の一部腐食個所 ・土台のずれ、一部腐食個所

調査時の着目点 ・建物の最大傾斜角 1/50(Ｂランク) ・建物の最大傾斜角 1/16(Ｃランク)

・瓦の著しいずれ、及び一部落下 ・窓ガラスの破損

訓練判定結果 調査済(緑) 要注意(黄) 危険(赤) 調査済(緑) 要注意(黄) 危険(赤)

(判定標識） 0 11 組 6 組 0 0 16 組

判定士が貼付し ・屋根瓦落下の恐れあり。 ・著しい傾斜、余震による崩壊の危険あり。

た標識の主な ・土台の一部断面欠損あり。 ・基礎から土台が外れている箇所あり。
 コメント(要約) ・土台蟻害著しい。 ・窓ガラス、建具落下注意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．訓練参加者の感想等 

   ＊判定士の参加が限定されているので、       ＊時間に追われて、要領が悪かった。 

    参加者を広く募集する様検討してください。    ＊時間が少なすぎる。もう少し時間が欲しい 

   ＊何回か訓練を受けて記入になれておかないと悩む。 ＊訓練により大変良くわかった。 

   ＊貼るのにコメントを何例か出して欲しい。     ＊１階の傾斜をどこで想定するか迷った。 
 
 ４．総  評 
 と思われます。 

 判定調査表の「コメント欄」や判定標識「注記欄」

の内容を拝見しますと、調査対象建築物を良く観察

されていることが伺え、総合判定結果に至った経緯

が読み取れました。 

 但し、今回は判定標識を建築物へ貼り忘れる組が

いたことが気になりました。模擬訓練で良かったと

胸をなで下ろし、協議会として事前説明の徹底など

今後の反省材料とさせていただきます。参加された

判定士の皆さんお疲れさまでした。 

 今回は、解体工事の関係で調査対象建築物を４棟

用意することができました。模擬訓練はＡ・Ｂの２

グループに別れ１組２棟を調査判定していただきま

した。それぞれの総合判定は、１棟が「危険」、もう

１棟が「要注意」となると協議会では想定していま

した。「要注意」の判定結果を想定したＡグループの

№２（仮称：東山一郎邸）とＢグループの№６（仮

称：南田三郎邸）は、老朽化した建築物が本震に耐

え、今後の余震に対してどれだけの残余耐震性能が

あるかの判断で、判定が多少分かれたのではないか 
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       平成１４年度第２回応急危険度判定調査模擬訓練（ＲＣ）  特集２ 

 ２階壁（12cm×80cm） 耐力 10t（τ=10）～20t
（τ=20） 

 判定士の模擬訓練については、木造住宅を調査対

象に毎年度実施して来ており、平成６年度には、鉄

筋コンクリート造の供試体を作成し、模擬訓練を実

施した経緯があります。 
 1 階柱壁（12×270 中央柱つき） 耐力 33t（τ

=10）～66t（τ=20） 
  ２階梁位置で載荷するとすれば、累加荷重 64t（τ

=10）～141t（τ=20）＜200t 
 今回、ラーメン構造の鉄筋コンクリート造建築物

の解体工事が行われるのに併せて、供試体として活

用できることとなったので、判定技術の向上を図る

ため、模擬訓練を木造住宅とは別に計画しました。 
 ウ 加圧 
(1)図に示すような位置で梁をワイヤーソーで縁を

切り、ジャッキを据え付けるスペースとして

750mm を確保しました。 
 
1．模擬訓練概要 

（1）対象建築物 (2)油圧ジャッキ（200ｔ)を２台 1 組で、供試体の

両サイドに 1 台づつ上からつり下げて配置しました。  ア 建物名称：県立くげぬま荘 
   沢市鵠沼海岸４丁目３－９ (3)・A タイプ 
 イ 建築面積：４１５㎡  加圧は、まず、向かって左側ジャッキの変形量を

見ながら数回に分けて作動させ、右側方向に変形を

行い、最初の亀裂発生（55ｔ、変形約 10mm）で一

端力を抜き、次に反対側の右側のジャッキを左側に

作動させ、55t で脱力、このサイクルをもう一度行

ったところ、約 60t で大きなせん断亀裂と、残留変

形約 25mm にて完了しました。 

 ウ 延床面積：７１０㎡ 
   1 階：４１５㎡  
   ２階：２９５㎡  
 エ 建設年度：昭和３８年（築３９年） 
 
２．供試体作成について 
 ア 供試体の種別  ・Ｂタイプ 
 ・A タイプ（短柱せん断亀裂モデル） 左から加圧、右から加圧、左から加圧の 1.5 サイク

ルで、最終約 70t の加圧により残留変形約 10mm と

なりました。 
 ・Ｂタイプ（柱せん断亀裂モデル） 
  イ 耐力の推定 

  供試体として利用する部分の構造上のチェックな

ど、JSCA（日本構造技術者協会）の方々の協力を

得て検討しました。 
３．模擬訓練の実施 
  ア 実施日  平成 14 年 12 月 10 日（晴） 
 イ 実施時間 １０時～１６時  《A タイプ》 
 ウ 参加判定士人数 ７３名  曲げ終局耐力 Mu=約 14tm～16tm、柱内法高さ

90cm、反曲点が中央と仮定  エ 判定結果 要注意１１組、危険２６組 
 せん断耐力は約 31t～36t  

４．終わりに  柱２本故、仮にτ=20 までかけても、載荷重は、

110t ＜ 200t  アンケートを見ると、調査表の記入が難しく、現

場の状況をどう判断するか迷うところがあることが

伺えます。また、ＲＣ構造による訓練を毎年実施の

要望もありましたが、対象建築物の提供が難しいの

が現状です。 

 （反力について） 
７通り側の反力支持は、Ｄ通りの柱とＲ階床で 
ある。累計は 82t（τ）～108t（τ）であります。 
《Ｂタイプ》 

 最後になりましたが、参加された判定士の方々、  ２階柱（50cm×55cm） 耐力 31t（τ=11）～55t
（τ=20） 寒い中、本当にお疲れさまでした。 

模擬訓練参加を希望される方は、地元の行政庁担当課にご一報下さい。 ４ 



ＲＣ造模擬訓練の状況 
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＆ Ｑ  Ａ      講習会での質問等に対する回答 

平成 14 年応急危険度判定講習会において受講者からいただいた質問のうち、紙面の都合上主な質問につい

て協議会から回答いたします。 
なお、文中の手帳ページは改訂版の応急危険度判定手帳（緑表紙）を使用していますが、手帳は印刷年度

により若干ページが異なります。文中（ ）内のページについては、ウラ表紙に透明ポケットが付いている

手帳ページです。 

№ 質 問 等 回 答 
 
 
１ 

 
 判定士の補償は判定調査中、負傷した場合

の判定士の補償はあるのか。 

 
協議会では、判定士の方の万一の事故に備え保険に加入して

います。 
補償範囲・内容は、手帳 P８（P９）を参照してください。 

 
 
２ 

 
交通・宿泊・食事等の諸費用についてはど

うなるのか。 

 
自宅から参集場所までは実費ですが、参集場所から現地まで

及び宿泊費・食事等は災害対策本部に従います。 

 
 
３ 

 
模擬訓練への参加はどのようにしたら良

いのか。 

 
市町村担当課に問い合わせてください。担当窓口一覧は手帳

P７２～P７４（P９０～P９２）を参照してください。 

 
 
 
４ 

 
不同沈下を壁の傾斜で測定するとのこと

だが、Ｓ造のラーメン構造で明らかに不同沈

下でなく、柱が傾斜している場合はどうする

のか。 

 
不同沈下の認められない柱の傾斜の場合、基礎と柱脚、また

は柱脚に構造的な破断等が予想されることから「危険」と判断

されます。 
この場合計測は不要です。 

 
 
５ 

 
「周辺地盤」の周辺とは、どの位までのエ

リアをしめすのか。 

 
調査対象建築物の敷地に影響を及ぼす範囲と考えます。 
手帳Ｐ２９～３０（Ｐ３３）を参照してください。 

 
 
６ 

 
 
電話にて依頼が来るのか。 

 
市町村に電話連絡網の整備を目的とした、判定士会の支部が

組織されており、各支部の電話連絡網により要請いたします。 

 
 
７ 

 
湿式のモルタル等がほとんど剥落してい

る場合、それ以上の落下の危険は無いので、

安全ではないのか。 

 
落下物が無く、危険が認められなければ「Ａランク」の判定

となります。 

 
 
８ 

 
判定標識は建物の大きさ形状に関わらず

一棟一枚か。 

 
１棟につき一枚が原則ですが、規模の大きい建物で、出入り

口が数箇所ある場合は、各出入り口の安全で見やすい部分に貼

ってください。 

 
９ 

 
判定時に危険なものがある場合、それを取

り除いて良いか。 

 
判定士の方の安全が第一ですので、危険個所には立ち入ら

ず、コメント欄に記載してください。 

  
10 

 
ライフライン（給水・ガス・電気）はどの

程度調査するのか。 
 

         
ガスもれや、電線の断線による危険についての確認は必要で

すが、ライフラインの使用の可否についての調査は必要ありま

せん。 

 
 

     更新申請は不要になりました。辞退されない限り自動更新されます。  ご存知ですか。 ６ 



  
質   問    等 回          答 

 
11 
 

全国の都道府県で判定の基準や方法に 
違いはあるのか。         

 
 一定の基準は全国統一基準になっています。    
 

 
 
 
12 

 
 
調査２又は３において、Ｃランクと判定し

た時点で総合判定に進めて良いのではない

か。 

 
建物の所有者等に、その建物のどの部分が危険で、どの部分

に注意を要するか、コメント欄を通じて知らせる必要があるた

め「一見して危険と判定される」以外の建物については、調査

２及び３の該当する項目の全てについて調査をしてください。 

 
 
 
 
13 

 
 
調査票で建物名称及び所在地の欄は、居住

者に拒否された場合未記入として良いか。 
また調査そのものを拒否された場合は。 

 
拒否された場合は未記入とします。二次災害防止の観点から、

判定標識については、安全で見やすい部分に貼り付けをお願い

しますが、これについても拒否されれば貼ることはできません。 
調査拒否の場合も、強制力はありませんので、調査は行わな

いでください。 

 
 
 
 
 
14 
 

 
 
 
 
将来、引っ越した場合、支部や判定活動範

囲が変わるのか。 

 
居住地の支部に登録していただくことが原則となっておりま

す。県内の転居の場合は変更届の提出により、居住地のある市

町村の支部に登録されます。活動はこの支部を中心に行なって

いただくことになります。 
居住地が県外の場合は勤務先所在地の支部に所属していただ

きます。 
居住地、勤務地が共に県外の場合は転居先の都道府県に申請

すれば判定士登録できます。 
変更手続きは手帳（P95）参照（※１） 

 
 
15 
 

 
原則「外観調査」だが居住者から「内部調

査」を依頼されたときの対応は。 

  
手帳 P３５（P３２）の「 １ 調査範囲」についてを参照し対

応してください。 

 
 
 
 
16 

 
 
 
ヘルメット・ナップサックは支給との説明

だが、その他全て自前なのか。 

 協議会では、ヘルメット・ナップサック・下げ振  
り・クラックスケールについては備蓄しております  
 また、コンベックス・バインダーについても現在  
整備をおこなっております。 

判定活動の際はこれらを貸与いたしますが、その他の物につ

いては手帳を参考に判定士の方に用意していただくことになり

ます。 
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要注意のケースで居住者から生活して良

いか否か聞かれた場合の対応及び責任は 

  
 手帳Ｐ２３～２５（P２７・２８）を参照し、判定士として、

また、建築専門家としての知識、経験を基に適切に回答してく

ださい。            
 判定結果の責任は災害対策本部が負います。 

 
18 

例題のスライドが分かりづらい。 
枚数を増やすか、ビデオなどを用いて行な

えないか。 

 
協議会の中で検討していきます。 

（注）※１について、ウラ表紙に透明ポケットが付いていない手帳をお持ちの判定士の方には、辞退届や変

更届が添付されていません。各届出用紙が必要な場合は協議会委託事務を行なっている（財）神奈川

県建築安全協会（電 045－212－3599、FAX045－201－2281）へご連絡ください。 
 
                                  

認定証の有効期間満了時に協議会より新しい認定証を送付いたします。 
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    平成 1４年度 各地の応急危険度判定参集・模擬訓練 協議会ＮＥＷＳ 

◆ 各地の総合防災訓練に判定士が参加 
９月の防災週間に総合防災訓練の一環として、仮設被災建築物を作成し応急危険度判定参集訓練  

   模擬訓練が実施されました。   

横浜市 
実  施  日：平成１４年９月１日（日） 
場      所：石川島播磨重工業横浜事業所内グランド 
参加判定士：６名 

 仮設 ＲＣ造を調査する。

    
                                                    

                                                    

                

仮設木造を調査する。 

 
 
 
         
                       本部に判定結果を報告する。 

                             
 
 
 
  
 
 
                                                    

相模原市 
実  施  日：平成１４年９月１日（日） 
場      所：淵野辺公園 
参加判定士：２１名 

傾斜を調査する。 
下げ振りで建物の 

 
                                   
 

  
                                                    

 

                          

仮設建築物を調査する。 
判定標識を貼付する。

講習会等問合せ先：(財)神奈川県建築安全協会 電話０４５（２１２）３５９９ ８ 



 
      応急危険度判定講習会と更新手続き 協議会ＮＥＷＳ 

 

 ■ 応急危険度判定講習会の実施         ■ 更新申請は不要です 

   本年度は、県内各地で計７回講習会を         判定士の認定証有効期間は５ヵ年で、 

  開催し、新規受講者４６３名、更新者等        以前は有効期間満了の３０日前までに更 

  再受講者５７７名、合計１，０４２名の        新申請が必要でしたが、認定を辞退され 

 方が受講されました。平成１５年度も講        る方以外は、自動更新されることになり 

  習会を開催する予定でおります。日程等        っております。 

  は、決まり次第、協議会ＨＰ等でご案内         これに伴い更新申請が不要となりまし 

  します。                      たので、今後認定証の有効期限が到来す 

                            る判定士の方につきましては、新しい認 

      定証をご自宅にお送りさせていただき 

     ます。登録後住所等に変更があった方は、 

     変更届（様式はＨＰからもダウンロード 

     できます）を建築安全協会にご提出くだ 

     さい。 

       判定コーディネーター・シナリオ演習 協議会ＮＥＷＳ 

■ 応急危険度判定コーディネーター 

        シナリオ演習の実施 
 大規模地震発生時に設置される神奈川 
県及び市町村の災害対策本部では、被害 
状況等の諸情勢を迅速に把握し、様々な 
応急対策を迅速かつ的確に実施していく 
責務があります。 
 その応急対策の一つとして、判定士の 
皆さんの協力を得て実施する応急危険度 
判定活動があります。 

 協議会では、市町村災害対策本部内に 
設置される判定実施本部（応急危険度判 
定担当課）の初動態勢の確立及び充実強 
化を図り、判定コーディネーターの役割 
を体系的に、習得することを目的に県及 
び３７市町村職員を対象に大模地震発生 
を想定したシナリオに基づく図上演習を 
２月６日に実施しました。 
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  インフォメーション       協議会ホームページのご案内 

 ★ 協議会では平成１２年１１月に、判定       ホームページ（ＨＰ）を開設し、公開し 

 制度や活動状況をお知らせし、判定士の       ております。 

 方とのコミュニケーションを目的として 

 

 アドレスは ⇒ 

 

Ｅメールアドレス登録のお願い。 
登録方法： 
『協議会ＨＰ』→「応急危険度判定」→

「判定士への情報提供」→『電子メールア

ドレスの登録のページ』 

 

 ★ 協議会では、判定士の方にＥメールア 

 ドレスの登録をお願いしています。 

   判定士の方に直接情報提供したり、災 

 害時における協力要請手段の一つとして 

 活用していく予定です。登録方法につい 

 てはＨＰをご覧下さい。 

 
 
 
 
   
   平成１４年は、判定士の方々の認定登録制度を開始して１０年の節目の年です。 
   平成４年からの県内判定士の累積登録者数は、１０，１３５名（平成１４年３月末日現在）であ 
  り、協議会の目標であります１万人を達成することができました。 
   この節目の年に達成できたことは、判定士の皆さんのボランテイア意識の高さと専門職の誇りの 
  強さを感じることができます。 
   この間、協議会では、企画・広報・訓練・情報の各分科会において、より実践的かつ、判定士の 
  皆さんが活動しやすいように研究、検討を重ねてきた努力が報われた結果であると思います。 
    できることなら、大地震は避けたいものです。しかし，避けることができません。 
   協議会では、１万人の判定士数を維持する体制を推進すると共に「いざ鎌倉」の時に判定士の方 
  々が活動しやすくするため、行政職員を対象とした「応急危険度判定コーディネーターシナリオ演 
  習」を実施するなど実効のある応急危険度判定活動が行える体制を推進してまいります。 
   今後とも みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 広報分科会：主査 横浜市 

 編集後記 
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